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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク上にて情報が拡散される履歴を管理する履歴管理方法であって、
　第１会員がネットワークを介して所定の情報を発信するときに、ハッシュコード生成サ
ーバが第１会員の識別コードと前記所定の情報の識別コードとから第１ハッシュコードを
生成し、ネットワーク上における前記所定の情報のアドレスに第１ハッシュコードを付与
して前記所定の情報に記述する第１ハッシュコード生成工程と、
　第１会員からの発信に応答して第２会員が前記所定の情報にアクセスしたときに、アク
セス管理サーバが第１ハッシュコードから第１会員の識別コードおよび前記所定の情報の
識別コードを特定する第１アクセス管理工程と、
　第２会員が第１会員から受け取った前記所定の情報をさらにネットワークを介して発信
するときに、前記ハッシュコード生成サーバが第２会員の識別コードと前記所定の情報の
識別コードとから第２ハッシュコードを生成し、ネットワーク上における前記所定の情報
のアドレスに第２ハッシュコードを付与して前記所定の情報に記述するとともに、第２ハ
ッシュコードに第１ハッシュコードを関連付けてハッシュコード履歴データベースに登録
する第２ハッシュコード生成工程と、
　第２会員からの発信に応答して第３会員が前記所定の情報にアクセスしたときに、前記
アクセス管理サーバが第２ハッシュコードから第２会員の識別コードと前記所定の情報の
識別コードを特定するとともに、前記ハッシュコード履歴データベースから第２ハッシュ
コードに関連付けられた第１ハッシュコードを取得し、第１ハッシュコードから第１会員
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の識別コードを特定する第２アクセス管理工程と、
を備えることを特徴とする履歴管理方法。
【請求項２】
　請求項１記載の履歴管理方法において、
　第１アクセス管理工程では前記所定の情報にアクセスした第２会員および第１ハッシュ
コードから特定した第１会員にポイントを付与するとともに、第２アクセス管理工程では
前記所定の情報にアクセスした第３会員、第２ハッシュコードから特定した第２会員、お
よび、第１ハッシュコードから特定した第１会員にポイントを付与することを特徴とする
履歴管理方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２記載の履歴管理方法において、
　第３会員が前記所定の情報にアクセスしたときに、前記所定の情報に付随して発信され
た付随情報のうち前記第１会員および第２会員が発信した付随情報が他の付随情報よりも
優先して表示されることを特徴とする履歴管理方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネット等のネットワーク上にて広告等の情報が拡散される履歴を管
理する履歴管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットの普及にともなって、インターネット上で商品を購入することが
一般的な取引形態になるとともに、インターネット上での広告も定着しつつある。インタ
ーネット上での広告としては、例えば特許文献１に開示されるようなアフィリエイト広告
と称される広告システムがある。アフィリエイト広告とは、ホームページやブログ等の開
設者が自分のウェブページに紹介したい商品やサービスのバナー広告等を掲載し、読者が
そのバナー広告等をクリックして広告主の販売サイトを訪れて商品等を購入した場合に、
広告主からバナー広告等を掲載したサイト開設者に成果報酬が支払われるという広告シス
テムである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１１６６２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一方、インターネットが普及してスマートフォンを含む携帯電話が深く浸透した現在、
ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）と呼ばれるインターネットを介して
個人と個人とを結び付けるサービスも拡がっている。ＳＮＳは基本的には繋がりのある知
人に対して情報発信が行われるため、ＳＮＳを介して広告情報が伝達されると、いわゆる
口コミによって知人間で商品等が紹介される形態となり、しかも情報の伝達速度は旧来の
口コミよりもはるかに速いため、広告主の立場からは極めて魅力的な宣伝手法となり得る
。
【０００５】
　しかしながら、従来、ＳＮＳ等のネットワークを介した口コミを宣伝・広告に活用する
システムは存在しなかった。宣伝・広告にＳＮＳ等を活用するためには、アフィリエイト
広告のようにバナー広告の掲載者のみに報酬を支払うだけでなく、広告情報の伝達を媒介
してくれた複数の人々が何らかの報酬を受け取れるシステムを構築することが好ましく、
そのためにはインターネット等のネットワーク上にて広告等の情報が拡散される履歴を管
理する技術が必要となる。



(3) JP 6123038 B1 2017.4.26

10

20

30

40

50

【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、ネットワーク上にて情報が伝達され
た履歴を追跡して把握することができる履歴管理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、この発明の第１の態様は、ネットワーク上にて情報が拡散さ
れる履歴を管理する履歴管理方法において、第１会員がネットワークを介して所定の情報
を発信するときに、ハッシュコード生成サーバが第１会員の識別コードと前記所定の情報
の識別コードとから第１ハッシュコードを生成し、ネットワーク上における前記所定の情
報のアドレスに第１ハッシュコードを付与して前記所定の情報に記述する第１ハッシュコ
ード生成工程と、第１会員からの発信に応答して第２会員が前記所定の情報にアクセスし
たときに、アクセス管理サーバが第１ハッシュコードから第１会員の識別コードおよび前
記所定の情報の識別コードを特定する第１アクセス管理工程と、第２会員が第１会員から
受け取った前記所定の情報をさらにネットワークを介して発信するときに、前記ハッシュ
コード生成サーバが第２会員の識別コードと前記所定の情報の識別コードとから第２ハッ
シュコードを生成し、ネットワーク上における前記所定の情報のアドレスに第２ハッシュ
コードを付与して前記所定の情報に記述するとともに、第２ハッシュコードに第１ハッシ
ュコードを関連付けてハッシュコード履歴データベースに登録する第２ハッシュコード生
成工程と、第２会員からの発信に応答して第３会員が前記所定の情報にアクセスしたとき
に、前記アクセス管理サーバが第２ハッシュコードから第２会員の識別コードと前記所定
の情報の識別コードを特定するとともに、前記ハッシュコード履歴データベースから第２
ハッシュコードに関連付けられた第１ハッシュコードを取得し、第１ハッシュコードから
第１会員の識別コードを特定する第２アクセス管理工程と、を備える。
【０００８】
　また、第２の態様は、第１の態様に係る履歴管理方法において、第１アクセス管理工程
では前記所定の情報にアクセスした第２会員および第１ハッシュコードから特定した第１
会員にポイントを付与するとともに、第２アクセス管理工程では前記所定の情報にアクセ
スした第３会員、第２ハッシュコードから特定した第２会員、および、第１ハッシュコー
ドから特定した第１会員にポイントを付与する。
【０００９】
　また、第３の態様は、第１または第２の態様に係る履歴管理方法において、第３会員が
前記所定の情報にアクセスしたときに、前記所定の情報に付随して発信された付随情報の
うち前記第１会員および第２会員が発信した付随情報が他の付随情報よりも優先して表示
される。
【発明の効果】
【００１０】
　第１から第３の態様に係る履歴管理方法によれば、第２ハッシュコードに第１ハッシュ
コードを関連付けているため、第３会員が所定の情報にアクセスしたときに、情報伝達経
路である第１会員および第２会員を特定することができ、ネットワーク上にて情報が伝達
された履歴を追跡して把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る履歴管理方法を実行するためのシステム構築例を示す図である。
【図２】図１のシステムにて広告情報の伝達履歴を管理してポイントを付与する手順を示
すフローチャートである。
【図３】図１のシステムにて広告情報の伝達履歴を管理してポイントを付与する手順を示
すフローチャートである。
【図４】会員情報管理データベースの一例を示す図である。
【図５】広告管理データベースの一例を示す図である。
【図６】会員が発信する広告情報の一例を示す図である。
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【図７】アクセス管理データベースの一例を示す図である。
【図８】ハッシュコード履歴データベースの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１３】
　図１は、本発明に係る履歴管理方法を実行するためのシステム構築例を示す図である。
このシステムは、ＳＮＳやメール等によってネットワークを介して広告情報を伝達してく
れた人々にポイントという形で報酬を支払うシステムである。
【００１４】
　会員Ａ，Ｂ，Ｃは、このシステムに登録された会員である。会員Ａ，Ｂ，Ｃのそれぞれ
は、パーソナルコンピュータ、タブレット、スマートフォン等のインターネット１に接続
可能な情報端末を有している。
【００１５】
　インターネット１に接続される会員・広告管理サーバ１０、アクセス管理サーバ２０、
広告発行サーバ３０およびポイント管理サーバ４０のそれぞれは、典型的なコンピュータ
システムを備えて構成されている。すなわち、各サーバは、各種演算処理を行う回路であ
るＣＰＵ、基本プログラムを記憶する読み出し専用のメモリであるＲＯＭ、各種情報を記
憶する読み書き自在のメモリであるＲＡＭおよび制御用ソフトウェアやデータなどを記憶
しておく磁気ディスクを備えて構成される。会員・広告管理サーバ１０は、磁気ディスク
に会員情報管理データベース１１および広告管理データベース１２を格納している。また
、アクセス管理サーバ２０は、磁気ディスクにアクセス管理データベース２１およびハッ
シュコード履歴データベース２２を格納している。各サーバのＣＰＵが所定の処理プログ
ラムを実行することによって、各サーバはそれぞれの固有の処理を行う。各サーバの具体
的な処理内容についてはさらに後述する。
【００１６】
　図２および図３は、図１のシステムにて広告情報の伝達履歴を管理してポイントを付与
する手順を示すフローチャートである。この処理手順に先立って、上記システムには複数
の会員が登録を済ませている。会員登録は、例えば会員・広告管理サーバ１０の入会案内
サイトから所定の入会フォームに従って必要項目を入力することによって行われる。登録
された会員の情報は、会員・広告管理サーバ１０が保持する会員情報管理データベース１
１に登録される。
【００１７】
　図４は、会員情報管理データベース１１の一例を示す図である。ここの例では、会員情
報管理データベース１１にＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４人の会員が登録されている。各会員には会
員ＩＤが個別に割り当てられて会員情報管理データベース１１に登録されている。すなわ
ち、会員ＩＤは、登録された各会員に一意に割り当てられる識別コードである。例えば、
会員Ａには会員ＩＤ"P0001"が割り当てられ、会員Ｂには会員ＩＤ"P0002"が割り当てられ
ている。また、会員情報管理データベース１１には、各会員の住所、状態（活動中である
か退会済みであるか）、獲得ポイント等が登録されている。
【００１８】
　また、配信対象となる広告情報は予め広告主によって製作されている。会員・広告管理
サーバ１０は、広告情報を管理するための広告管理データベース１２を保持している。図
５は、広告管理データベース１２の一例を示す図である。配信可能な広告情報ごとに広告
ＩＤが個別に割り当てられて広告管理データベース１２に登録されている。すなわち、広
告ＩＤは、登録された各広告情報に一意に割り当てられる識別コードである。広告管理デ
ータベース１２には、付与されるポイント数、広告の配信期間等も登録されている。なお
、同じ内容の広告情報であっても配信期間が異なるものには異なる広告ＩＤが割り当てら
れている。例えば、図５の広告管理データベース１２の一行目および二行目に登録されて
いるように、同じ内容の広告情報であっても配信期間が先のものには広告ＩＤ"A0001"が
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割り当てられ、後のものには広告ＩＤ"A0006"が割り当てられている。また、広告情報の
コンテンツ自体（例えば、商品を宣伝する動画）は適宜のサイト（例えば、広告主のサイ
ト）に保存されている。
【００１９】
　広告情報の伝達は、まず会員Ａが広告管理データベース１２に登録されている広告情報
のうちのいずれかをインターネット１を介して発信することによって開始される（ステッ
プＳ１）。会員Ａは、Facebook（登録商標）やLINE（登録商標）等のＳＮＳまたは電子メ
ールを用いて広告情報を発信する。本実施形態では、会員Ａが配信期間が先の広告情報"A
d A"（以降、"先行Ad A"と称する）を発信するものとする。なお、会員Ａとは特定の会員
ではなく、登録済みの任意の会員である。
【００２０】
　会員が広告情報を発信するときには、広告発行サーバ３０がハッシュコードを生成する
（ステップＳ２）。すなわち、広告発行サーバ３０は、ハッシュコード生成サーバとして
機能するものである。ハッシュコードとは、元のデータから一定の演算処理によって求め
られる固定長のコードである。広告発行サーバ３０は、発信元の会員のＩＤと発信対象と
なっている広告情報のＩＤとからハッシュコードを生成する。上記の例では、広告発行サ
ーバ３０は、発信元の会員Ａの会員ＩＤである"P0001"と発信対象となっている広告情報"
先行Ad A"の広告ＩＤである"A0001"との組み合わせに所定の演算処理を施してハッシュコ
ード"a5XOan7b"を生成する。具体的な演算処理のアルゴリズムは、例えば文字列を連結し
て１文字ずつ文字を置き換えるまたは順序の入れ替えを行う等適宜のものとすることがで
きる。但し、本実施形態のハッシュコード生成は、元のデータから一意にハッシュコード
を求める演算処理であり、よって逆変換によってハッシュコードから元のデータである発
信元の会員の会員ＩＤと発信対象となっている広告情報の広告ＩＤを求めることも可能で
ある。
【００２１】
　続いて、広告発行サーバ３０は、発信対象となっている広告情報のコンテンツのインタ
ーネット１上におけるアドレス、つまり当該広告情報のコンテンツのＵＲＬ（Uniform Re
source Locator）に生成したハッシュコードを付与する。そして、広告発行サーバ３０は
、会員が発信する広告情報にハッシュコードを付与した当該広告情報のコンテンツのＵＲ
Ｌを記述する。
【００２２】
　図６は、会員Ａが発信する広告情報の一例を示す図である。同図に示すように、会員Ａ
がＳＮＳまたは電子メール等を用いて発信する広告情報"先行Ad A"には、上記のようにし
て生成したハッシュコード"a5XOan7b"を末尾に付与した広告情報"先行Ad A"のコンテンツ
のＵＲＬが記述されている。
【００２３】
　一般には、会員ＡがＳＮＳまたは電子メールのメーリングリスト等を用いて発信した情
報は、会員Ａの複数の友人や知人によって閲覧される。よって、単にウェブページ上にバ
ナー広告を貼り付けるのに比較して、会員ＡがＳＮＳ等によって広告情報を発信した場合
には良質な広告として大きな宣伝効果が期待できる。
【００２４】
　次に、会員Ａが発信した広告情報を閲覧して興味を持った会員Ｂが当該広告情報に記述
されたハッシュコード付きのＵＲＬを用いて当該広告情報のコンテンツにアクセスしたと
する（ステップＳ３）。このとき、アクセス管理サーバ２０が会員Ｂがアクセスに使用し
たＵＲＬの末尾に付けられたハッシュコードから発信元の会員Ａおよび発信対象となった
広告情報"先行Ad A"を特定する（ステップＳ４）。具体的には、アクセス管理サーバ２０
が当該ハッシュコード"a5XOan7b"に上記の演算処理の逆変換を施して発信元の会員Ａの会
員ＩＤである"P0001"と発信対象となっている広告情報"先行Ad A"の広告ＩＤである"A000
1"とを特定することにより、発信元の会員Ａおよび発信対象となった広告情報"先行Ad A"
を特定する。
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【００２５】
　また、アクセス管理サーバ２０は、アクセスした会員Ｂの会員ＩＤおよび上記特定した
発信元の会員Ａの会員ＩＤをアクセス時刻と関連付けてアクセス管理データベース２１に
登録する。図７は、アクセス管理データベース２１の一例を示す図である。アクセスした
会員Ｂの会員ＩＤ"P0002"および発信元の会員Ａの会員ＩＤ"P0001"が広告情報の広告ＩＤ
である"A0001"およびアクセス時刻と関連付けられて登録されている。
【００２６】
　続いて、ポイント管理サーバ４０が発信元の会員Ａおよびアクセスした会員Ｂに規定の
ポイントを付与する（ステップＳ５）。付与するポイントは、広告管理データベース１２
（図５）に登録されているポイントを基準に算定され、発信元の会員Ａとアクセスした会
員Ｂとで異なっていても良い。
【００２７】
　次に、広告情報の内容に満足した会員Ｂがさらに知人に当該広告情報を発信したいと考
えることもある。すなわち、会員Ａから発信された広告情報を会員Ｂがインターネット１
経由で拡散させるのである（ステップＳ６）。会員ＢもＳＮＳまたは電子メール等を用い
て広告情報"先行Ad A"を発信する。
【００２８】
　会員Ｂが広告情報"先行Ad A"を発信する際にも、広告発行サーバ３０がハッシュコード
を生成する（ステップＳ７）。このとき、広告発行サーバ３０は、新たな発信元の会員Ｂ
の会員ＩＤである"P0002"と発信対象となっている広告情報"先行Ad A"の広告ＩＤである"
A0001"との組み合わせに所定の演算処理を施してハッシュコード"zb8Th6ds"を生成する。
続いて、上記と同様に、広告発行サーバ３０は、発信対象となっている広告情報のコンテ
ンツＵＲＬに生成したハッシュコードを付与する。そして、広告発行サーバ３０は、会員
Ｂが発信する広告情報にハッシュコードを付与した当該広告情報のコンテンツのＵＲＬを
記述する。
【００２９】
　また、広告発行サーバ３０がハッシュコードを生成したときには、アクセス管理サーバ
２０がハッシュコード履歴データベース２２に生成したハッシュコードを登録する。図８
は、ハッシュコード履歴データベース２２の一例を示す図である。会員Ｂが広告情報"先
行Ad A"を発信するときには、広告発行サーバ３０が会員Ｂの会員ＩＤ"P0002"と広告情報
"先行Ad A"の広告ＩＤ"A0001"とからハッシュコード"zb8Th6ds"を生成する。アクセス管
理サーバ２０は、会員ＩＤ"P0002"と広告ＩＤ"A0001"とから生成されたハッシュコード"z
b8Th6ds"をハッシュコード履歴データベース２２に登録する（図８のハッシュコード履歴
データベース２２の三行目参照）。
【００３０】
　それとともに、図８に示すように、アクセス管理サーバ２０は、新たに生成したハッシ
ュコードの一つ前のハッシュコード、すなわち新たな発信元である会員Ｂに広告情報を発
信した会員Ａの会員ＩＤ"P0001"と広告情報"先行Ad A"の広告ＩＤ"A0001"とから生成され
たハッシュコード"a5XOan7b"を新たに生成したハッシュコード"zb8Th6ds"に関連付けてハ
ッシュコード履歴データベース２２に登録する（ステップＳ８）。
【００３１】
　なお、広告発行サーバ３０がハッシュコードを生成する毎に、アクセス管理サーバ２０
がハッシュコード履歴データベース２２に生成したハッシュコードを登録するため、ステ
ップＳ２にて会員Ａが発信して広告発行サーバ３０がハッシュコード"a5XOan7b"を生成し
たときにもアクセス管理サーバ２０がそのハッシュコードをハッシュコード履歴データベ
ース２２に登録している（図８のハッシュコード履歴データベース２２の一行目参照）。
但し、会員Ａは広告情報"先行Ad A"についての発信源であり、会員Ａが発信するよりも前
に生成されたハッシュコードは存在したないため、ハッシュコード"a5XOan7b"に関連付け
てハッシュコード履歴データベース２２に登録される元ハッシュコードは無い。
【００３２】
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　次に、会員Ｂが発信した広告情報を閲覧して興味を持った会員Ｃが当該広告情報に記述
されたハッシュコード付きのＵＲＬを用いて当該広告情報のコンテンツにアクセスしたと
する（ステップＳ９）。このとき、アクセス管理サーバ２０が会員Ｃがアクセスに使用し
たＵＲＬの末尾に付けられたハッシュコードから発信元の会員Ｂおよび発信対象となった
広告情報"先行Ad A"を特定する（ステップＳ１０）。具体的には、アクセス管理サーバ２
０が当該ハッシュコード"zb8Th6ds"に上記の演算処理の逆変換を施して発信元の会員Ｂの
会員ＩＤである"P0002"と発信対象となっている広告情報"先行Ad A"の広告ＩＤである"A0
001"とを特定することにより、発信元の会員Ｂおよび発信対象となった広告情報"先行Ad 
A"を特定する。
【００３３】
　さらに、アクセス管理サーバ２０は、会員Ｃがアクセスに使用したＵＲＬの末尾に付け
られたハッシュコードにハッシュコード履歴データベース２２にて関連付けられた元ハッ
シュコードから一つ前の発信元である会員Ａを特定する（ステップＳ１１）。具体的には
、アクセス管理サーバ２０がハッシュコード履歴データベース２２からハッシュコード"z
b8Th6ds"に関連付けられた元ハッシュコード"a5XOan7b"を取得し、そのハッシュコード"a
5XOan7b"に上記の演算処理の逆変換を施して発信元の会員Ａの会員ＩＤである"P0001"と
発信対象となっている広告情報"先行Ad A"の広告ＩＤである"A0001"とを特定することに
より、一つ前の発信元である会員Ａを特定する。
【００３４】
　また、アクセス管理サーバ２０は、アクセスした会員Ｃの会員ＩＤ"P0003"および特定
した発信元の会員Ｂの会員ＩＤ"P0002"をアクセス時刻と関連付けてアクセス管理データ
ベース２１に登録する（図７のアクセス管理データベース２１の三行目参照）。そして、
ポイント管理サーバ４０がアクセスした会員Ｃ、発信元の会員Ｂ、および、一つ前の発信
元の会員Ａに規定のポイントを付与する（ステップＳ１２）。
【００３５】
　以降、会員Ｃがさらに広告情報をインターネット１経由で拡散させるときには、ステッ
プＳ６からステップＳ１２までと同様の処理が繰り返して実行される。このとき、新たに
生成されたハッシュコードには一つ前のハッシュコードが関連付けられてハッシュコード
履歴データベース２２に登録される。そして、会員Ｃが発信した広告情報のコンテンツに
別の会員がアクセスしたときには、アクセスに使用したＵＲＬの末尾に付けられたハッシ
ュコードから会員Ｃの会員ＩＤが特定され、そのハッシュコードにハッシュコード履歴デ
ータベース２２にて関連付けられた元ハッシュコードから一つ前の発信元である会員Ｂの
会員ＩＤが特定され、さらにその元ハッシュコードにハッシュコード履歴データベース２
２にて関連付けられた元ハッシュコードから発信源である会員Ａの会員ＩＤが特定される
。すなわち、会員が広告情報のコンテンツにアクセスしたときには、そのアクセスに使用
したハッシュコードのみならず、ハッシュコード履歴データベース２２を参照して一つ前
のハッシュコードを順次に逆変換により展開していくことにより、インターネット１上に
て広告情報が伝達された履歴を追跡して把握することができる。なお、履歴の追跡は、一
つ前のハッシュコードが無くなるか（例えば、ハッシュコード"a5XOan7b"を取得した時点
で一つ前のハッシュコードは存在しない）、予め設定した所定の伝達数に到達するまで行
うようにすれば良い。そして、ポイント管理サーバ４０は、履歴の追跡によって把握した
全ての会員に所定のポイントを付与する。会員は貯めたポイントを所定の物品と交換する
要求をポイント管理サーバ４０に対して行うことができる。
【００３６】
　本実施形態においては、ある会員が他の会員から発信された広告情報に興味を持って拡
散させるときに、ある会員のＩＤを含んで変換されたハッシュコードａに他の会員のＩＤ
を含んで変換された一つ前のハッシュコードｂを関連付けてハッシュコード履歴データベ
ース２２に登録する。そして、ある会員が発信した広告情報をさらに別の会員が閲覧して
その広告情報のコンテンツにアクセスするときには、ハッシュコードａから発信元のある
会員を特定するとともに、ハッシュコード履歴データベース２２にてハッシュコードａに
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関連付けられたハッシュコードｂから一つ前の発信元である他の会員を特定している。こ
れを繰り返すことによって、ネットワーク上にて情報が伝達された履歴を追跡して把握す
ることができる。これにより、例えば広告情報の伝達を媒介した複数の人にポイントを付
与することができる。
【００３７】
　また、各会員が広告情報のコンテンツにアクセスしたときに、その広告情報のコンテン
ツについてのコメント（付随情報）を投稿することがある。典型的には、そのようなコメ
ントは直近に投稿されたものから順に表示されるのであるが、上記の手法にて把握した情
報伝達履歴に基づいて、投稿されたコメントのうちアクセスした会員への広告情報の伝達
を媒介した人のコメントを上位に表示するようにしても良い。上記の例では、会員Ｃが広
告情報のコンテンツにアクセスしたときに、そのコンテンツについて投稿されたコメント
のうち会員Ａおよび会員Ｂが発信したコメントが他のコメントよりも優先して表示される
ようにしても良い。このようにすれば、広告情報のコンテンツにアクセスした会員は、直
接または間接の知人のコメントを優先的に読むことができる。
【００３８】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、この発明はその趣旨を逸脱しない限り
において上述したもの以外に種々の変更を行うことが可能である。例えば、上記実施形態
においては、ハッシュコード履歴データベース２２にて生成したハッシュコードに一つ前
の元ハッシュコードを関連付けていたが、広告情報の同一性が維持されているため、生成
したハッシュコードに一つ前の発信元の会員の会員ＩＤを直接関連付けるようにしても良
い。具体的には、例えば図８のハッシュコード履歴データベース２２の三行目にて生成し
たハッシュコード"zb8Th6ds"に一つ前の発信元の会員Ａの会員ＩＤ"P0001"を直接関連付
けるようにしても良い。このようにしても、ネットワーク上にて情報が伝達された履歴を
追跡して把握することができる。
【００３９】
　また、上記実施形態においては、システム全体として４つのサーバ（会員・広告管理サ
ーバ１０、アクセス管理サーバ２０、広告発行サーバ３０およびポイント管理サーバ４０
）を設けていたが、これに限定されるものではなく、これらのうちの幾つかのサーバを１
つのコンピュータシステムにて実現するようにしても良い。
【００４０】
　また、上記実施形態においては、伝達の対象が広告情報であったが、これに限定される
ものではなく、広告以外の情報であっても良い。
【符号の説明】
【００４１】
　１　インターネット
　１０　会員・広告管理サーバ
　２０　アクセス管理サーバ
　３０　広告発行サーバ
　４０　ポイント管理サーバ
　１１　会員情報管理データベース
　１２　広告管理データベース
　２１　アクセス管理データベース
　２２　ハッシュコード履歴データベース
【要約】
　第１会員がネットワーク上にて情報を発信するときに、第１会員の会員ＩＤを含んで変
換された第１のハッシュコードが付与される。第１会員から発信された情報を第２会員が
さらに発信して拡散させるときに、第２会員の会員ＩＤを含んで変換された第２のハッシ
ュコードに第１会員の会員ＩＤを含んで変換された一つ前の第１のハッシュコードが関連
付けられる。第２会員が発信した情報にさらに別の会員がアクセスしたときには、第２の
ハッシュコードから第２会員を特定するとともに、それに関連付けられた第１のハッシュ
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